
平
成
二
十
二
年
四
月
以
降
に
お
い
て
発
生
が
確
認
さ
れ
た
口
蹄
疫
に
起
因
し
て
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
手
当
金
等
に
つ
い
て
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
参
照
条
文

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）

第
三
十
二
条

所
得
割
の
課
税
標
準
は
、
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
と
す
る
。

２
～

略

16
（
個
人
の
道
府
県
民
税
の
申
告
等
）

第
四
十
五
条
の
二

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
者
は
、
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

を
、
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一

月
一
日
現
在
に
お
い
て
俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
給
与
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は

所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て

給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会

保
険
料
控
除
額
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
額
、

勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費

控
除
額
の
控
除
、
第
三
十
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
三

十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
つ
て
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
七

略

２
～
４

略



第
四
十
五
条
の
三

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
の
確
定
申
告
書
（
以
下
本
条
に
お
い
て

「
確
定
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
本
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
定
申
告
書
が
提
出
さ
れ

た
日
に
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
当
該
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
及
び
３

略

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）

第
三
百
十
三
条

所
得
割
の
課
税
標
準
は
、
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
と
す
る
。

２
～

略

16
（
市
町
村
民
税
の
申
告
等
）

第
三
百
十
七
条
の
二

第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
者
は
、
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
総
務
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

つ
て
給
与
支
払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
及
び
賞
与
並
び
に

こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
給
与
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を

有
し
な
か
つ
た
も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除
額
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共

済
等
掛
金
控
除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
若
し
く
は
第
三
百
十
四
条

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
第
三
百
十
三
条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損

失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
三
百
十
四
条
の
七
の
規
定
に
よ
つ
て
控
除
す
べ
き
金
額
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
所
得
割
の
納
税
義
務
を
負
わ
な
い
と
認
め
ら
れ

る
者
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
七

略

２
～
７

略



第
三
百
十
七
条
の
三

第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
の
確
定
申
告
書
（
以
下
本
条
に
お

い
て
「
確
定
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
場
合
（
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
本
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
定
申
告
書
が
提
出

さ
れ
た
日
に
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
同
日
前
に
当
該
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
及
び
３

略

附

則

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
の
特
例
）

第
六
条

道
府
県
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別

措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
す
べ
て
同
項
に
規
定

す
る
免
税
対
象
飼
育
牛
（
次
項
に
お
い
て
「
免
税
対
象
飼
育
牛
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
以
内
で
あ
る
場
合

に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
道
府
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る

同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め

る
額
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
又
は
免
税

対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
を
超
え
る
場
合
の
当
該
超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉

用
牛
が
す
べ
て
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
そ
の
肉
用
牛
の

売
却
に
係
る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
道

府
県
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
及

び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
売
却
価
額
の
合
計
額
に
百
分
の
〇
・
六
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額



二

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
が
な
い
も
の
と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の
総
所
得
金
額
に
つ

き
、
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額

３

略

４

市
町
村
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置

法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
す
べ
て
同
項
に
規
定
す
る

免
税
対
象
飼
育
牛
（
次
項
に
お
い
て
「
免
税
対
象
飼
育
牛
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
以
内
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
、
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
町
村
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提

出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
そ
の
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る

同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得

な
い
理
由
が
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め

る
額
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

５

市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
又
は
免
税

対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
を
超
え
る
場
合
の
当
該
超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
（
そ
の
売
却
し
た
肉

用
牛
が
す
べ
て
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
そ
の
肉
用
牛

の
売
却
に
係
る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る

市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
第
三
百
十
三
条
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
八
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、

附
則
第
五
条
の
四
第
六
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
売
却
価
額
の
合
計
額
に
百
分
の
〇
・
九
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

二

租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
金
額
が
な
い
も
の
と
み
な
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の
総
所
得
金
額
に
つ

き
、
第
三
百
十
三
条
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
三
ま
で
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
八
ま
で
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
第
六
項
、

附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
及
び
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額

６

略



○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
免
除
額
）

第
五
条

法
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
額
か
ら
、
前
年
に
お
い
て
生
じ
た
同
項

に
規
定
す
る
事
業
所
得
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

２

法
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
か
ら
、
前
年
に
お
い
て
生
じ
た
同
項
に
規

定
す
る
事
業
所
得
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
二
十
五
条

農
業
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
）
を
営
む
個
人
が
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら
平
成
二
十
三
年
ま
で
の
各
年
に

お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
す
べ
て
免
税
対
象
飼
育

牛
（
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
登
録

規
程
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
登
録
が
さ
れ
て
い
る
肉
用
牛
又
は
そ
の
売
却
価
額
が
百
万
円
未
満
（
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
財
務
省
令
で
定
め
る
乳
牛
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
五
十
万
円
未
満
）
で
あ
る
肉
用
牛
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計

が
二
千
頭
以
内
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
個
人
の
そ
の
売
却
を
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
そ
の
売
却
に
よ
り
生
じ
た
事
業
所
得
に
対
す
る
所
得
税
を
免
除
す
る
。

一

家
畜
取
引
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
家
畜
市
場
、
中
央
卸
売
市
場
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
市
場
に
お
い
て
行
う

売
却

当
該
個
人
が
飼
育
し
た
肉
用
牛

二

農
業
協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
し
て
行
う
売
却

当
該
個
人
が
飼
育
し
た
生
産
後
一
年
未
満
の
肉
用
牛

２

前
項
に
規
定
す
る
個
人
が
、
同
項
に
規
定
す
る
各
年
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
を
売
却
し
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
の
う
ち
に
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
又
は
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
を
超
え
る

場
合
の
当
該
超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
（
そ
の
売
却
し
た
肉
用
牛
が
す
べ
て
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
を



含
む
。
）
は
、
当
該
個
人
の
そ
の
売
却
を
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
の
額
は
、
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額
に
よ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
年
に
お
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
売
却
し
た
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
の
う
ち
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
し
な
い
も
の
の
売
却
価

額
及
び
免
税
対
象
飼
育
牛
に
該
当
す
る
肉
用
牛
の
頭
数
の
合
計
が
二
千
頭
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
る
部
分
の
免
税
対
象
飼
育
牛
の
売
却
価
額
の
合
計

額
に
百
分
の
五
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

二

そ
の
年
に
お
い
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
売
却
の
方
法
に
よ
り
売
却
し
た
当
該
各
号
に
定
め
る
肉
用
牛
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
が
な
い
も
の
と
み
な
し
て
計
算

し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
に
つ
き
、
所
得
税
法
第
二
編
第
二
章
第
四
節
、
第
三
章
及
び
第
四
章
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額
に
相

当
す
る
金
額

３
～
７

略


